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＃. 立地適正化計画について

 戸田市立地適正化計画とは

 今後、人口減少や少子高齢化などが進む中で、都市機能や居住機能を誘導する区
域を整理し、生活利便性及び住環境の維持・向上を目的とし、生活の質を高める
ためのまちづくりを促進するための計画です。

 都市再生特別措置法に基づく計画で、都市マスタープランの一部とみなされます。

 本市では平成３１年４月に策定し、令和６年４月には法改正に伴い新たに創設された
防災指針を追加しました。

【上位関連計画との関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸田市第５次総合振興計画 
・埼玉県５か年計画 

・まちづくり埼玉プラン 

・戸田都市計画  

都市計画区域の整備、開発 

及び保全の方針 

埼玉県が策定する計画 戸田市が策定する計画 

第３次 

戸田市都市マスタープラン 

戸田市立地適正化計画 

[各種関連計画] 

・緑の基本計画 

・地域防災計画 

・環境基本計画 

・公共施設等総合

管理計画 等 

[土地利用規制] 

・地域地区 

（用途地域、 

高度地区等） 

・地区計画等 

[都市施設] 

・道路 

・公園、緑地 

・下水道 

・河川 等 

[市街地整備] 

・土地区画 

整理事業 等 

[その他] 

・防災 

・公共交通 

・環境 

・景観 

・防犯 等 
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＃. 立地適正化計画について

 立地適正化計画とは

 市街化区域内に、都市機能誘導区域、居住誘導区域を定め、区域外での建築、開
発の届出の義務化により、誘導区域内へ緩やかに誘導します。

【誘導区域の概要】

都市機能
誘導区域

・医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約す
ることにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。

・誘導区域外で誘導施設を建築や開発する場合は届出が必要。

居住誘導
区域

・一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュ
ニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。

・区域外で3戸以上の住宅の建築や開発行為を行う場合は届出が必要。

出典：戸田市立地適正化計画
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＃. 立地適正化計画について

 変更内容

 都市マスタープラン、立地適正化計画及び防災指針の一体化
・現在検討中である都市マスタープランの課題・方針等を立地適正化計画に反映
し、課題解決のための誘導施策等を見直します。また、都市マスタープランの
一部である、立地適正化計画と令和２年に策定した防災指針を都市マスタープ
ランに合冊します。

 各種データの更新
・令和２年国勢調査に基づく人口動向など、最新の調査結果に基づき各種データ
を更新します。

 上位計画・関連計画との整合
・本計画策定後に改定された第５次総合振興計画などの上位計画・関連計画との
整合を図ります。

 現計画の進捗状況の検証と評価方法の見直し
・現計画で設定している指標に基づき、進捗状況を検証するとともに、評価方法
の見直しを行います。



戸田市都市マスタープラン及び立地適正化計画
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＃. 立地適正化計画について

 構成（案）

【都市マスタープラン編】

第１章 策定の基本的な考え方
（位置づけ、背景、対象区域、目標年次、市の現状

と課題）

第２章 都市づくりの目標
（基本理念と基本目標、将来人口、将来都市構造）

第３章 都市づくりの目標を実現するための基
本方針

（土地利用、都市施設、公共交通、市街地整備、防
災都市づくり、 景観形成、環境都市づくり、防
犯都市づくり）

第４章 地域別構想と地域区分の考え方
（地域別構想の考え方、地域区分の考え方、地域別

構想（下戸田地域、上戸田地域、新曽地域、笹目
地域、美女木地域））

第５章 実現化の方策
（実現化の考え方、進行管理及び見直し）

第６章【立地適正化計画編】

序章 戸田市立地適正化計画の概要
（市の特徴、目的、位置づけ、対象区域、期間）

１ まちづくりの目標及び方針並びに目指すべ
き都市の骨格構造

（目標、方針、都市の骨格構造等）

２ 課題解決のための施策 誘導方針
（基本的な考え方、施策・誘導の方針）

３ 防災指針
（災害リスク分析、課題、将来像と取組、スケ

ジュール）

４ 居住誘導区域
（区域設定の考え方、区域の設定、届出制度）

５ 都市機能誘導区域及び誘導施設
（区域設定の考え方、区域の設定、誘導施設設定の

考え方、誘導施設、届出制度）

６ 誘導施策

７ 計画の評価方法及び進行管理
（計画の評価方法、進行管理）


